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主要取引所における国内株式の時価総額

(単位10億ドル) 日本 ニューヨーク ロンドン ユーロネクスト ドイツ 香港 シンガポール
1998 2,496 10,272 2,373 1,903 1,094 344 96

％ 9.7 39.7 9.2 7.4 4.2 1.3 0.4
1999 4,555 11,438 2,855 2,444 1,432 609 198

％ 13.0 32.6 8.1 7.0 4.1 1.7 0.6
2000 3,194 11,535 2,612 2,330 1,270 623 155

％ 10.3 37.1 8.4 7.5 4.1 2.0 0.5
2001 2,294 11,027 2,165 1,889 107 506 117

％ 8.5 41.0 8.0 7.0 0.4 1.9 0.4
2002 2,096 9,015 1,801 1,539 686 463 102

％ 9.2 39.5 7.9 6.7 3.0 2.0 0.4
※2000年以前のユーロネクストは、アムステルダム、ブラッセル、パリ、リスボンの合計。
【出典：国際証券取引所連合「年次報告」】
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主な会計・監査基準の海外との比較

・1995年に｢株式に基づく報酬の
会計処理｣(FAS123号 )を導入済
（ただし任意適用）。

・現在、FASBが見直し中。

・基準なし。

・1988年に｢継続企業として存続
する能力についての監査人の検
討｣(SAS59号 )を導入済。

・1970年に｢事業の結合｣(APB16
号 )を導入済。
・2001年に改訂基準を導入済。

・1995年に減損会計(FAS121号)
を導入済。
・投資不動産の時価会計の基
準はない。

アメリカ

・現在、IASBで検討中。・現在、企業会計基準委員会で
検討中。

・商法施行規則に開示規定があ
る。

ストック・オプション会計

・基準なし。

・JWG(※ )が2000年に公開草案を
公表したが、今は検討を中止。

・基準なし。金融資産・負債の
全面時価会計

・1994年に｢継続企業｣(国際監査
基準570)を導入済。

・2003年3月に導入済。ゴーイング・コンサーン
監査

・1998年に｢企業結合｣(IAS22号 )
を最終改正して導入済。

・現在、IASBが見直し中。

・2006年度から適用予定。
・現在、企業会計審議会第一部
会で公開草案に対するパブリック
コメントを踏まえて検討中。

企業結合会計

・1998年に減損会計(IAS36号)
を導入済。
・2000年に投資不動産の時価会
計(IAS40号)を導入済。

・2003年度から任意適用 (2005年
度から強制適用 )。
・現在、適用指針を検討中。

減損会計

IASB等日本

・1995年に｢株式に基づく報酬の
会計処理｣(FAS123号 )を導入済
（ただし任意適用）。

・現在、FASBが見直し中。

・基準なし。

・1988年に｢継続企業として存続
する能力についての監査人の検
討｣(SAS59号 )を導入済。

・1970年に｢事業の結合｣(APB16
号 )を導入済。
・2001年に改訂基準を導入済。

・1995年に減損会計(FAS121号)
を導入済。
・投資不動産の時価会計の基
準はない。

アメリカ

・現在、IASBで検討中。・現在、企業会計基準委員会で
検討中。

・商法施行規則に開示規定があ
る。

ストック・オプション会計

・基準なし。

・JWG(※ )が2000年に公開草案を
公表したが、今は検討を中止。

・基準なし。金融資産・負債の
全面時価会計

・1994年に｢継続企業｣(国際監査
基準570)を導入済。

・2003年3月に導入済。ゴーイング・コンサーン
監査

・1998年に｢企業結合｣(IAS22号 )
を最終改正して導入済。

・現在、IASBが見直し中。

・2006年度から適用予定。
・現在、企業会計審議会第一部
会で公開草案に対するパブリック
コメントを踏まえて検討中。

企業結合会計

・1998年に減損会計(IAS36号)
を導入済。
・2000年に投資不動産の時価会
計(IAS40号)を導入済。

・2003年度から任意適用 (2005年
度から強制適用 )。
・現在、適用指針を検討中。

減損会計

IASB等日本

※　JWG：アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、フランス、ドイツ、ノルウェー、ニュージーランド、日本、IASCの基準設定主体
又は会計士団体で構成された金融商品の会計基準に関する共同作業組織 (Joint Working Group)。作業は IASBに引き
継がれた。
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三極構造

USGAAP
・FASB公表の意見書（SFAS）
・AICPA公表の意見書（APB）　等

財務会計基準審議会（FASB）

財務会計財団（FAF）

証券取引委員会（SEC）

アメリカ

IASB公表の会計基準
・国際会計基準（IAS）
・国際財務報告基準（IFRS）

企業会計審議会公表の意見書

ASBJ公表の企業会計基準
会計基準

国際会計基準審議会（IASB）企業会計審議会

企業会計基準委員会（ASBJ）
会計基準設定主体

国際会計基準委員会財団（IASCF）（財）財務会計基準機構（FASF）会計基準設定主体の運営
組織

証券監督者国際機構（IOSCO）
欧州委員会
EU加盟各国の証券監督当局

金融庁監督当局

EU等日本市場

USGAAP
・FASB公表の意見書（SFAS）
・AICPA公表の意見書（APB）　等

財務会計基準審議会（FASB）

財務会計財団（FAF）

証券取引委員会（SEC）

アメリカ

IASB公表の会計基準
・国際会計基準（IAS）
・国際財務報告基準（IFRS）

企業会計審議会公表の意見書

ASBJ公表の企業会計基準
会計基準

国際会計基準審議会（IASB）企業会計審議会

企業会計基準委員会（ASBJ）
会計基準設定主体

国際会計基準委員会財団（IASCF）（財）財務会計基準機構（FASF）会計基準設定主体の運営
組織

証券監督者国際機構（IOSCO）
欧州委員会
EU加盟各国の証券監督当局

金融庁監督当局

EU等日本市場

【正式名称等】
AICPA The American Institute of Certified Public Accountants（アメリカ公認会計士協会）
APB (Opinion of) the Accounting Principles Boards 
ASBJ Accounting Standards Board of Japan
FAF Financial Accounting Foundation
FASB Financial Accounting Standards Board
FASF Financial Accounting Standards Foundation
IAS International Accounting Standards（IASBの前身であるIASCが策定した基準）
IASB International Accounting Standards Board
IASCF International Accounting Standards Committee Foundation
IFRS International Financial Reporting Standards（IASB設立以後策定した基準）
IOSCO International Organization of Securities Commissions（世界102の国・地域の証券監督当局等がメンバーとなっている国際機関。

日本からは金融庁、アメリカからはSECが参加している。）
SEC The Securities Exchange Commission
SFAS Statements of Financial Accounting Standards
USGAAP United States Generally Accepted Accounting Principles（アメリカで一般に公正妥当と認められた会計原則）
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英文財務諸表への警句問題（レジェンド問題）

【レジェンド問題】
　○１９９９年3月期決算から、わが国企業が英文で任意に作成するアニュアルレポート（年次報告書）
に含まれる英文財務諸表に対する監査報告書に、「日本基準により作成された財務諸表であり、国
際基準とは異なる」などの警句が付記されている問題。

　○警句は世界的な4大監査法人の方針として提携先の日本国内監査法人に指示されている。

警句の例（英文監査報告書）

The financial statements are prepared based on 
accounting principles generally accepted in Japan.  
Accordingly, the financial statements and the 
auditors’ report are for users familiar with Japanese 
accounting principles.

（仮訳） 財務諸表は一般に公正妥当と認められ

る日本の会計基準により作成されている。　従っ
て、これらの財務諸表及び監査報告書は日本基
準に精通しているユーザーを対象としている。

警句の例（財務諸表の注記）

　The financial statements are not intended 
to present the financial position and results 
of operations in accordance with accounting 
principles and practices generally accepted 
in countries and jurisdictions other than 
Japan.

(仮訳）　財務諸表は日本以外の国において一般
に公正妥当と認められる会計基準に準拠して財
政状態や経営成績を表示しようとするものではな
い。
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各市場における会計基準の受け容れ状況

○○○欧州市場

×○×米国市場

×○○日本市場

国際会計基準米国基準日本基準

○○○欧州市場

×○×米国市場

×○○日本市場

国際会計基準米国基準日本基準

※2005年以降の欧州市場における日本基準の扱いについては不明。
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業績報告書案の例  
 T ota l 

(合計 ) 
P ro fit  before rem easurem en ts

(再測定前利益 ) 
R em easurem ents  

(再測定 ) 
R evenu e  (収益 )  
C ost o f sales(売上原価 ) 
 
Se llin g, general, adm in  
(販売費及び一般管理費 )  

O p eratin g  P ro fit(営業利益 ) 

1000  
(400 ) 

 
(250 ) 

 
 
 
 
 
 
 

 350  

R evenu e(収益 ) 
M aterials, labour etc  
(材料費、労務費等 )  
D ep reciation /am ortisa tion  
(減価償却費 )  
R en tal/o ther incom e 
(賃料その他収益 ) 
P rov ision , init ial  

 recogn ition  
(初期認識の引当金繰入額 ) 
S erv ice  cost(年金勤務費用 ) 

- 
In ven tory im pa irm en ts 
(棚卸資産の減損 ) 
P P E /intangible im pa irm en t 
(有形固定資産の減損 ) 
 
 
P rov ision , rem easurem en t 
(引当金の再測定 ) 
P en sion actu arial loss   
(cash flow  assum p tion s) 
(年金数理損失 ) 

D isp osal gain/loss  
(除却損益 ) 
P P E  revaluation  
(有形固定資産再評価 ) 
In vestm ent prop erty  
(投資資産 ) 
 
G oodw ill (のれん ) 
 
F X  ga in /loss on  net 
in vestm ent(為替換算損益 ) 
O ther  B usiness P rof it 
(その他事業利益 ) 

100  
 

150  
 

- 
 
 

(100 ) 
 
 

(50 ) 
 

100  

- 
 
- 
 
- 
 
 

N egative  goodw ill 
(負ののれん ) 
 
- 
 

D isp osal gain/loss  
(除却損益 ) 
P P E  revaluation  
(有形固定資産再評価 ) 
In vestm ent prop erty fair valu e 

chan ge  
(投資資産の公正価値評価差額 )  
G oodw ill im pa irm ent 
(のれんの減損 ) 
F X  gain/loss on net investm ent
(為替換算損益 ) 

In com e from  associa tes  
(関連会社収益 ) 
W rite-d ow n of a ccou nts 

 receivable (貸倒損失 )  
E quity in vestm ents 
(持分投資 ) 
D ebt in vestm en ts(債券投資 )  
 
 
P en sion assets(年金資産 ) 
 
F in an cial Incom e(金融収益 )  

50  
 

(10 ) 
 

(60 ) 
 

20  
 
 

(150 ) 
 

(150 ) 

Incom e from  assoc iates 
(関連会社収益 ) 
- 
 
- 
 
In te res t incom e 
(受取利息 ) 
 
- 

- 
 
W rite-d ow n of a ccou nts  

receivable (貸倒損失 ) 
E quity in vestm ent return  
(持分利益 ) 
F air  value  ch an ge on debt 

 in vestm ents  
(債券投資の公正価値評価差額 )  
R etu rn on  p ension  assets 
(年金資産収益 ) 

 
B u sin ess P ro fit(事業利益 )  

 
300  

  

In terest on  liab ilities  
(負債に係る利息 ) 
P en sion fin ancin g expenses 
(年金数理費用 ) 
F in an cin g  exp ense(財務費用 ) 

(80 ) 
 

(120 ) 
 

(200 ) 

In terest expenses(支払利息 ) 
 
U nw in din g o f d iscou nt rate  
(割引計算の期間利息費用 ) 

C h an ge  in  provision  discoun t 
rate(割引率変更損益 ) 

C h an ge in  pen sion obligation  
discou nt ra te 

(年金債務の割引率変更損益 ) 
Tax (税金 )  (30 ) - - 
D iscon tinu in g  activ ities  
(廃止事業 ) 

(10 ) N et d iscont inuin g 
(廃止事業に係る純損益 ) 

N et d iscontinuin g 
(廃止事業に係る純損益 ) 

C ash  flow  h ed ges 
(ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ･ﾍｯｼﾞ )  

50  - F a ir  value  ch anges in  cash  
flow  hed ging  in strum en ts  

(ｷ ｬｯｼ ｭ･ﾌﾛｰ ･ﾍｯ ｼﾞに係る公正
価値評価差額 ) 

P ro fit((包括 )利益 ) 110    

 

業績報告書

【現行の損益計算書との主な相違点 】

①縦のコラムが 「再測定前利益 」と「再測
定 」に区分されている。

②有形固定資産の再評価損益が計上さ
れる。

③金融商品の保有目的にかかわらず、公
正価値 （時価 ）の評価損益がすべて計上
される。

④退職給付会計に係る数理計算上の差
異が発生要因別に一括計上される。

⑤ボトムラインに包括利益が計上される。
リサイクリングを禁止しているため、純利
益が計上されない。
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金融資産 ・負債の全面時価会計
○金融資産 ・負債の全面時価会計 とは 、負債 を含むすべての金融商品を公正価値 （＝時価 ）に
よ り評価 し、その評価差額を当期の損益 として認識する会計処理である 。

○全面時価会計を導入 している国はな く、かつて 、 JW G （1 1ページ参照 ）が公開草案 を公表 し、
全世界か ら反対 されて検討は一旦ス トップ したが 、 IA S B （1 2ページ参照 ）では将来的に検討す
る予定に している 。

資産

１５００

負債

７００

資本

８００

時価評価後貸借対照表

資産

１０００

（１５００ ）

負 債
７００
（６００ ）

資 本

３００

時価評価前貸借対照表

（　 ）は 時価

＜資産 ・負債の内訳＞

・売買目的有価証券 【A 】

　簿 価 　７００　 （時 価 　９００ ）　→ 　評価益 　２００

・その他有価証券 （持合株式 ）【B 】

　簿 価 　３００　 （時 価 　６００ ）　→ 　評価益 　３００

・借 入金 【C 】

　簿 価 　７００　 （時 価 　６００ ）　→ 　評価益 　１００

（注 １ ）当 期の収益はゼロと仮定

（注 ２ ）税 率はゼロと仮定

時価評価後損益計算書

収益 　　　　　　　　　　　　　　 ０

A評価益 　　　　　　　　　　２００

当期未処分利益 　　　　　２００

・損 益計算書に計上 された A評価益 （２０
０ ）を当期未処分利益を通 じて剰余金 とし
て資本の部に計上 。

・B評価益 （３００ ）は 資本の部に直接計上 。
・負債は時価評価 しない 。

資産

１５００

負債

６００

資本

９００

全面時価評価後貸借対照表業績報告書 （イ メージ ）
（全 面時価評価後損益計算書 ）

収益 　　　　　　　　　　　　　　 ０

A評価益 　　　　　　　　　　２００

B評価益 　　　　　　　　　　３００

C評価益 　　　　　　　　　　１００

当期未処分利益 　　　　　６００

・その他有価証券の評価差額 も業績報告
書 （損益計算書 ）に計上 。

・負債 も時価評価する 。

現行処理

全面時
価会計
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個別論点に関する用語解説

1．業績報告
【業績報告】

　　現行の損益計算書による純利益概念を廃し、期首と期末のストックの評価差額 (時価の変
動分 )に基づく包括利益を用いた計算書を導入するプロジェクト。
　　財務諸表作成者、利用者共に明確なニーズが聞かれていない。純利益を廃止すること
に強い反対がある。

【リサイクリング】
　未実現損益として表示されたものを実現した段階で実現損益へ振り替える処理。
　例えば、現行基準では、持合株式の時価評価損益は期末に資本の部に直接計上されて
いるが、これを売却した（実現した）段階で、資本の部に計上されていた（未実現の）時価評
価損益を取り崩し、取得原価と売却価額との差額を売却損益として損益計算書に計上する。
　リサイクリングが禁止されると、期首と期末のストックの評価差額（公正価値（時価）の変動
分）に基づく包括利益のみが計上され、仮に売却した場合に計上される損益は前期末時価
と売却価額の差額になるため、本来の業績（実現損益）の時系列比較が不可能になる。

2．退職給付会計
【数理計算上の差異】
　①年金資産の期待運用収益と実際の運用成果との差異、②退職給付債務の数理計算に
用いた見積数値と実績との差異、③見積数値の変更等により発生した差異。
　現行基準においては、原則として、各期の発生額について平均残存勤務期間以内の一定
の年数で按分した額を毎期費用処理しなければならない。

【コリドー・ルール】
　発生した数理計算上の差異のうち、一定の範囲内（予測給付債務及び年金資産の 10％）
については、発生時に損益を認識せず、将来に損益を繰り越す処理。
　長期的に見れば、退職給付債務の見積額は、最善の見積の近辺の範囲（すなわち「回廊
（コリドー ）」）であるとみることが合理的との考え方に基づく。

期末資産

期末負債

期首純資産

包括利益
期末純資産

貸借対照表

その他純利益

リサイクリング
（業績として実現した段階
で純利益へ振替）

損益計算書

コリドーの
範囲内

（認識対象外）

認
識
対
象

数理計算上の差異の発生（イメージ）
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